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平成２４年３月井手町議会定例会 

 

議 事 日 程 
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議事の経過 

 

議長（木村武壽）  皆さん、おはようございます。早朝よりのご参集ご苦労

さんでございます。 

 ただいまの出席議員数は１２名で定足数に達しておりますので、平成２４

年３月井手町議会定例会を再開し、直ちに本日の会議を開きます。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、８番、村田忠文議

員、２番、村田晨吉議員を指名します。 

 次に、日程第２、議案第２号、井手町印鑑条例等の一部を改正する条例制

定の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  加賀山民生担当理事。 

理事（加賀山睦） 

     （議案第２号を朗読説明） 

議長（木村武壽）  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  谷田 操議員。 

１１番（谷田 操）  外登法がなくなるということで、あわせて条例の整備

と思いますが、今までは住基に記載されていなくて、外登証だけを持ってい

たという、そういう外国人の方が今回新たに住基に記載されるに当たって、

本人、当事者は何か手続が必要なのかどうか。例えば、役場に来て新たな何

か書類を出さないと、自動的にはそうならないというようなことがあるのか

どうか。 

 それと、今、印鑑登録だけでなく、さまざまな個人給付に係る資格につい

ても、これまでは外登証に登録されていることという、そういう規定があっ

たものが、住基に登録されてたらそれは必要ないということになるわけです

が、これまでは外登証を持っているからそういう個人給付を受けられたけれ

ども、その方が住基には掲載される資格がないというような方がおられない

のか、今回の改正で今まで受けられていた個人給付が受けられなくなるとい
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う外登者は１人もおられないのかということが２点目。 

 それと、さまざまな、ここに出てきた改正以外にも、町内のいろいろな個

人給付の支給条例があると思いますが、これですべてなのか。外登証、今ま

で持ってて受けられてたものというのを変えなければいけない条例は、ほか

には一切ないのかどうかということをお聞きします。 

 それと、もう１点、済みません。こういう人口や世帯の一覧表をいつもい

だたいてますけども、外国人と住基台帳人口とは明確に区別をして記載をさ

れていて、総人口は足し算してますけれども、外国人の方がそれぞれどの国、

何人おられるとか、そういうことが明確になっていたんですが、今度そうい

う扱いになれば、すべて住基に載っている住民と何も区別するところはない

ということになるのか。井手町の住基台帳人口、住基人口ということで外国

人の方もすべて含まれるということになるのか。いろいろな交付税の措置と

か基本になるのは住基だと思うんですけれども、総人口でいくことになって

何か変更になる点はないのか、お尋ねをします。 

     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  嶋田住民福祉課長。 

住民福祉課長（嶋田昌弘）  ただいまの谷田委員の質問にお答えします。 

 １点目の、今後外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法に移行になるそ

の対象者の方が、その本人さんが手続が必要かというところでございますが、

まず初めに、住民基本台帳法の改正につきましては、現在、２３年度で住基

のシステム改修を行っているところでありまして、この４月１日付で住民票

の仮住民票を交付することとなります。それによりまして、外国人住民の方

にこういう形の住民票になって、あなたのお名前はこれで間違いありません

かいう形で照会をさせていただくわけです。それが確認でき、今後、７月９

日から施行するという形でございます。それに伴う印鑑の手続につきまして

は、この経過措置にも書いてますように、これまで登録されていた方等につ

いて、引き続いていくということでございますが、印鑑登録票がどういう形

になるかというのが、まだ現在国の方から示されていない状況でありまして、

今後それが示された段階で、本人さんが町の方にまた来ていただくかどうか

ということで判断していきたいというように考えております。 

 それから、２点目、聞き取れなかったんですが、３点目の、今回５件の条

例を改正させていただいてるところなんですが、これ以外に条例がないかと
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いうことでございますが、それについては現在ございません。それと、それ

以外に規則、要綱等につきましては、各庁内全体の課によって件数的にはご

ざいますが、これについては７月９日に向けてまた改正を行っていきたいと

いうように考えているところでございます。 

 それから次に、現在皆様に配付してます毎月の人口の集計表でございます

が、これにつきましては、現在住民基本台帳と外国人登録法の人口を区別し

ながらトータルを出しているところでございます。今後、この７月９日から

移行になって住民登録という形になりますが、この表につきましては今後検

討していきたいというように考えているところでございます。また、今後、

区別して出すかどうか、検討していきたいというように考えているところで

ございます。 

     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  加賀山民生担当理事。 

理事（加賀山睦）  先ほど谷田議員の２点目の、今回不利益が生じるのかと

いうご質問だと思うんですが、住基に移行することによって、外国人につき

ましても何ら不利益はないということで考えております。 

 そして、３点目の、今回、条例５件を改正があったわけですが、それ以外

に規則、要綱、規定等含めて１８件ございます。今回、条例の改正に伴い、

さまざまな詳細にわたって火災見舞金の支給要綱とかあるいは妊産婦の健康

診査とか、さまざまな付随する件が１８項目ございまして、本条例の可決後

におきましては、直ちに規則、要綱等を改正して、適正に対応してまいりた

いと考えております。 

 以上であります。 

     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  西島総務担当理事。 

理事（西島栄治）  交付税の関係が質問に出ましたので、私の方で答えさせ

ていただきます。交付税につきましては、５年に１度の国勢調査をもとに人

口で試算をしていくということになります。中には世帯数とかが基礎数値に

あらわれるんですけども、それは先ほど嶋田課長が言ったように、今度の法

改正に伴って世帯等が表示されたら、その数値を交付税で算定基礎に使って

いくと、主に人口については国勢調査の人口をもとに交付税で算定していく

というふうになっております。 
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 以上です。 

     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  谷田 操議員。 

１１番（谷田 操）  もう１点だけ。通称やカタカナ表記も印鑑等で使える

ということですけれども、住民票そのものはどうなるのでしょうか。住民票

にはもうどこにも外国人ということを表記する欄はないし、もともとないと

思うんですけれども、住民票を見てもそれはわからない。それはカタカナ表

記やったら日本人と違うとか、それはあるかもしれませんけれども、明記さ

れることはない。戸籍見る以外には外国人ということは何も出てこないと理

解していいですか。 

     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  嶋田住民福祉課長。 

住民福祉課長（嶋田昌弘）  ただいまの質問にお答えします。 

 今後の外国人住民に係る住民票の表記につきましては、一つは漢字国の国

につきましては本名と通称、また外国人登録カードに、台帳ですね、現在の

台帳にアルファベットが表記されれば、そのアルファベットも表記されると

いうことになります。また、非漢字圏につきましては、アルファベット表記、

カタカナ表記という形で通達がおりているところでございます。それから、

国籍等につきましては、国籍のみ記載されますが、それは公に出すか出さな

いかというのは、そのときのその人の利用方法によって異なるということい

うことになります。 

 以上です。 

議長（木村武壽）  ほかに質疑ありませんか。 

     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  谷田 操議員。 

１１番（谷田 操）  そうしますと、窓口に行っていただくときに、その住民

票の中に本籍を書きますか、書きませんかというような欄がありますね。そこ

を国籍と読みかえるのか、新たにその欄を本籍及び国籍というようなのをつく

るのかもしれませんけれども、そういうことはきちっと選べるということです

ね。そう理解していいですね。 

     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  嶋田住民福祉課長。 
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住民福祉課長（嶋田昌弘）  申請用紙の関係ですが、これにつきましては、

今の部分と関連するところでございますので、今後検討していきたいという

ように考えています。 

 以上です。 

議長（木村武壽）  ほかに質疑ありませんか。 

     （「なし」の声あり） 

議長（木村武壽）  これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。 

     （「なし」の声あり） 

議長（木村武壽）  討論なしと認めます。よって討論を終結します。 

 これより、議案第２号、井手町印鑑条例等の一部を改正する条例制定の件

を採決します。 

 議案第２号は原案のとおり決することに賛成の議員は挙手願います。 

     （賛成者挙手） 

議長（木村武壽）  挙手全員であります。よって、議案第２号は原案のとお

り可決されました。 

 次に、日程第３、議案第３号、井手町非常勤の職員の公務災害補償等に関

する条例等の一部を改正する条例制定の件を議題とします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  西島総務担当理事。 

理事（西島栄治） 

     （議案第３号を朗読説明） 

議長（木村武壽）  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

     （ ｢なし｣の声あり） 

議長（木村武壽）  質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。 

     （ ｢なし｣の声あり） 

議長（木村武壽）  討論なしと認めます。よって、討論を終結します。 

 これより、議案第３号、井手町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条

例等の一部を改正する条例制定の件を採決します。 
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 議案第３号は原案のとおり決することに賛成の議員は挙手願います。 

     （賛成者挙手） 

議長（木村武壽）  挙手全員であります。よって、議案第３号は原案のとお

り可決されました。 

 次に、日程第４、議案第４号、井手町税条例の一部を改正する条例制定の

件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  西島総務担当理事。 

理事（西島栄治） 

     （議案第４号を朗読説明） 

議長（木村武壽）  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  谷田 操議員。 

１１番（谷田 操）  それぞれの項目の影響額を問いたいと思うんですけれ

ども、たばこ税は第９４条と１６条の２と、特例の方と二つありますけれど

も、これまでの本町の実績で言うと、これは税収は増になると思うんですが、

どのくらいふえるのか。 

 それと２点目は、３ページの順番でいきたいと思うんですけれども、附則

の９条の削除の影響ですけれども、これは退職金等の分離課税の部分だと思

うんですが、長年働いてこられて退職された方が受け取られる退職金から幾

分か控除されてた分がなくなるということですから、これは増税ですけれど

も、これでどのくらいの、昨年の決算ベースで考えたら、幾らぐらい影響が

あるのか。そうか、ことしの予算としてどのぐらい見積もっておられるのか

ということでも結構ですけれども、お伺いします。 

 次は４ページですが、４ページは東日本大震災で損失を受けられた方が対

象と思いますが、２３年度にこういう対象になられた方が井手町におられた

のか、それがまた今度どうなるのかということを説明をお願いします。 

 それと、続きまして５ページの個人の町民税の税率の変更ですけれども、

これは向こう１０年間、２６年からですが、町民税が５００円均等割をアッ

プしますよということですが、これの対象になる人ですね、何人の方掛ける
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５００円で幾らという影響額を見られているのか。この均等割５００円、今

は府民税もかかりますから１，０００円のアップということになりまして、

本当に均等割しかかかってない人にも、これ、かかってくるということにな

りますが、井手町で言うと、納税者何人のうち、均等割もかからないという

人は何人いるのか。要するにこれの対象にならない人は何人いて、対象にな

る人は何人なのか。だから、ほとんどの方がこれ、増税になると思うんです

けれども、どのくらいの比率でかかるのかということと、その総額の影響額

をお願いします。ここの条文には出てきませんけれども、ことし６月からは

特定扶養控除の廃止というものも住民税に乗ってきますので、その分住民の

負担がふえるわけです。井手町では年少扶養控除の廃止でどのぐらいの額、

増収になるのか、それも、このさまざまな負担増とはかかわってくるわけで

すから、教えていただきたいと思います。 

     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  小川税務課長。 

税務課長（小川 清）  谷田議員のご質問でございます。まず、たばこの引

き上げでございます。これにつきましては、１，０００本当たり６４４円の

引き上げということで、これにつきましては２５年４月１日ですので、今回

の予算からはこの分については見てません。ただ、過去のたばこの本数の実

績から見ていきますと、４００万程度の影響が出るのかなというふうに見て

います。 

 それから、退職の所得の課税でございます。これにつきましては、試算と

言うても、退職される方が、例えば２０年でおやめになる場合とか、それか

ら３０年でおやめになる場合とか、いろいろなケースがございます。ですか

ら、単純に比較することはできないというふうに考えています。なぜかと言

いますと、まず退職の所得につきましては、特別の控除がございます。例え

ば勤務年数が２０年までの方は８００万円の特例控除を受けられます。これ

の２分の１が課税所得にはね返ります。今回の場合は、それの１０％、住民

税府民税を混ぜて１０％ですので、仮に課税所得が１００万とすれば１０万

円が本来課税されて、なおかつこの控除の適用があれば１万円控除するとい

うことになりますので、各階層の段階によって税が異なりますので、単純に、

大体年間２０人前後の方が退職所得をいただいているところでございますの

で、比較と言うても、先ほど言いましたそういった観点から比較はしにくい
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ということで、１割の増税になるというふうに理解をしていただけたらと思

います。 

 それから、雑損控除につきましては、これは震災に遭われた方ということ

ですので、現在対象者はおりません。 

 それから、次に均等割でございます。均等割につきましては、本町、５０

０円程度の値上げ、それから京都府さんの方も同程度の値上げを見込まれて

いるということから、１，０００円ということになります。今現在、具体的

に２３年の課税状況なりを見てみますと、大体３，０００人程度の方が均等

割をいただいているという状況でございますので、あわせてざっと３００万

程度、それで町で言いますと、半分ですので１５０万程度ということでござ

います。なお、非課税の方につきましては集計がございませんので、お答え

はできないというふうに考えております。 

 それから、年少扶養の関係ですけども、これはこの条例本来の項目でもな

いですので、また予算等のときにでもお答えをさせてもうたらいいんかなと

は思うんですけど。 

 以上です。 

議長（木村武壽）  ほかに質疑ありませんか。 

     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  谷田 操議員。 

１１番（谷田 操）  住民税の均等割がかかってくるのは収入が幾らの人、

幾ら以上の人からなのか。例えば公的年金の人だったら、幾ら以上年金のあ

る人、パートで働いておられる主婦の方、アルバイトの学生、幾ら以上収入

があれば均等割かかってくるんですか。 

     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  小川税務課長。 

税務課長（小川 清）  均等割の最低額でございます。これにつきましては、

１人２８万ということ、所得が２８万以上の方ということでございます。 

議長（木村武壽）  ほかに質疑ありませんか。 

     （「なし」の声あり） 

議長（木村武壽）  これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。 

     （挙手する者あり） 
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議長（木村武壽）  谷田 操議員。 

１１番（谷田 操）  １１番、谷田です。反対の立場で討論します。 

 今回のこの税条例の改正は、たばこ税等については、町にとっては増収に

なるというものもありますけれども、既に住民の方は所得税で増税というこ

とも決まっておりますし、その上に住民税で均等割が１０年間にわたって、

府民税もあわせれば１，０００円ずっと負担がふえると。さらに、非常に長

年頑張って働いてこられてやっと受け取られる退職金からの控除額も減らさ

れて増税になると。本当に、震災復興のためという理屈はついていますけれ

ども、実際にどれだけのお金が震災復興に回るのか、不透明であります。所

得税については国の特別会計がありますから、当然そちらへ回りますけれど

も、住民税の部分は井手町がいただくお金ですから、直接被災地の復興に回

るわけではありませんし、いずれにしても、こういう庶民の本当にささやか

な収入しかないという方にまで増税がかかってくる、復興を庶民増税で賄う

というようなことやはりおかしいのではないかと。当然、企業にも応分の負

担をしてもらう、企業の法人税の増税は３年間のみ、それも実質には法人税

そのものが下げられますから、負担はないと。庶民は１０年間均等割にまで

増税されると、こんな不公平はないと思いますので、国が決めたこととはい

え、おかしなことだと思います。反対をいたします。 

議長（木村武壽）  ほかに討論ありませんか。 

     （「なし」の声あり） 

議長（木村武壽）  これにて、討論を終結します。 

 これより、議案第４号、井手町税条例の一部を改正する条例制定の件を採

決します。 

 議案第４号は原案のとおり決することに賛成の議員は挙手願います。 

     （賛成者挙手） 

議長（木村武壽）  挙手多数であります。よって、議案第４号は原案のとお

り可決されました。 

 次に、日程第５、議案第５号、井手町都市計画税条例の一部を改正する条

例制定の件を議題とします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  西島総務担当理事。 
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理事（西島栄治） 

     （議案第５号を朗読説明） 

議長（木村武壽）  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

     （ ｢なし｣の声あり） 

議長（木村武壽）  質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。 

     （ ｢なし｣の声あり） 

議長（木村武壽）  討論なしと認めます。よって、討論を終結します。 

 これより、議案第５号、井手町都市計画税条例の一部を改正する条例制定

の件を採決します。 

 議案第５号は原案のとおり決することに賛成の議員は挙手願います。 

     （賛成者挙手） 

議長（木村武壽）  挙手全員であります。よって、議案第５号は原案のとお

り可決されました。 

 次に、日程第６、議案第１０号、平成２３年度井手町国民健康保険特別会

計補正予算（第３回）を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  加賀山民生担当理事。 

理事（加賀山睦） 

     （議案第１０号を朗読説明） 

議長（木村武壽）  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  谷田 操議員。 

１１番（谷田 操）  １１番、谷田です。 

 額が６，０００万超える額で非常に大きいと思うんですけれども、これまで

財源不足になってきたときに、国保の場合どうしていたかと言いますと、繰り

上げ充用をとりあえずはやって、先食いになるけれども何とか確保するという

ことやったわけですけれども、今度はこの広域化支援基金からの貸し付けを受

ける、扱いとしては町債ですから、こういうことは今までなかったことなので、
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新たなやり方と思いますので、仕組みがよくわかりませんので、どういう仕組

みになっているのかをお尋ねをしたいと思います。３ページの地方債の償還方

法のところに、国保広域化支援基金の貸し付け条件によるとありますが、これ

はどういう条件で貸し付けられるのか、このお金は将来どうするのか、どうや

って返していくのか。直接一般会計から繰り入れるというようなことがなぜで

きないのか、お尋ねをします。 

     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  小川保健医療課長。 

保健医療課長（小川淳一）  ただいまの谷田議員のご質問にお答えします。 

 今回の６，１５０万円につきましては、京都府の国民健康保険広域化等支

援基金条例の中での貸し付け事業に当たります、国民健康保険事業の財源に

不足が生じると見込まれる場合に、その不足額の一時的な補てんに対しての

貸し付けを受けるものでございまして、まず償還方法としては５年間の均等

払いでの償還となります。償還の開始につきましては２年据え置きになりま

すので、平成２５年度からの均等払いでの償還ということになります。貸し

付けの金額につきましては、申請時点での不足額に対する４分の３を貸し付

けるということで、今回６，１５０万円の貸し付けを受けるものでございま

す。 

 それと、今後の償還についてということでございますけれども、先日の国

保の運営協議会等でもご質問等もありましたんですけれども、その場でもこ

れまで、先ほど議員がおっしゃったように、繰り上げ充用等で対応してきた

が今後はどうなるのか、保険税の見直しも必要ではないのかといったご意見

もいただいております。担当課といたしましては、そういったことも視野に

いれながら検討をしてまいりたいというように考えておりまして、償還につ

いては国保特別会計の中で返還をしていくものと考えております。 

 以上でございます。 

議長（木村武壽）  ほかに質疑ありませんか。 

     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  谷田 操議員。 

１１番（谷田 操）  １１番、谷田です。 

 そうしますと、貸し付けを受けられるのは不足額の４分の３ということで

あると、この６，１５０万は４分の３やと、実際井手町のことしの国保の足
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らずまいというのは、その３分の４あるということですか。見通しどうなん

でしょうか。これ、単年度の話ですか。これまでに繰り上げ充用して来た分

とか、それをまた足すというか、今年度どうなってたんですかね。足りない

分は一般会計からある程度入れましたね。それでまだ少し繰り上げ充用が残

ってたかと思うんですけれども、その分プラスことしの、２３年度の足りな

い分を足してということなんでしょうか。 

     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  小川保健医療課長。 

保健医療課長（小川淳一）  ただいまの谷田議員のご質問にお答えいたしま

す。 

 今回貸し付けを受けるに当たりましては、昨年の１２月末時点で各種補助

金等の申請が終わり、一定の歳入の目途等がつきまして、それと歳出の見込

み等を見込んだ中で、１月時点で単年度の決算見込みを立てた時点での不足

額を、今回申請に当たり金額を８，２００万円として申請を行ったもので、

その８，２００万円の４分の３が借入金額として６，１５０万円となるもの

でございます。 

 以上でございます。 

議長（木村武壽）  ほかに質疑ありませんか。 

     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  谷田 操議員。 

１１番（谷田 操）  １１番、谷田です。 

 例えばその８，２００万の４分の３を基金から借り入れるとして、残りの

４分の１、そこはどうするのか。その分は基金から借り入れておいて、さら

に繰り上げ充用ということができるのか。繰り上げ充用した場合、来年度、

また一般会計から入れてもらうというようなことが起こるかもしれませんけ

れども、それは可能なんですか。 

     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  小川保健医療課長。 

保健医療課長（小川淳一）  ただいまの谷田議員のご質問ですけれども、た

だ不足部分についての対応をどうかということでございますけれども、この

借り入れ時点での８，２００万円の不足部分については、その時点でござい

まして、井手町の国保の保険給付の部分が歳出で大きな部分を占めるという
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ことは議員もご存じのとおりでございまして、その部分が今後減るようであ

れば、その不足部分が少しでも減ってくるということでございますし、一方

歳入では、税収等が上がる部分が今度は不足部分を減らす部分だということ

でございます。ただ、最終的な一般会計繰り入れあるいは繰り上げ充用とい

うのは、私ども担当課では検討する部分はございますけれども、最終、施策

の判断ということでございますので、今後そういった徴収努力等に努めてま

いりたいと考えております。 

     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  加賀山民生担当理事。 

理事（加賀山睦）  まず、先ほど担当課長が答弁いたしましたように、足ら

ずまいの件につきましては、今後につきましては繰り上げ充用等を検討して

まいりたい。今後のあと残額どのくらいになるかということを含めて検討し

ていきたいと考えております。そして、最初に基金借り入れではなくて一般

会計からすべきだという谷田議員のご質問なんですが、今日まで国保財政に

つきましては、相当金額、一般会計から繰り入れをしていただいているのが

実情でありまして、議員もご承知のように、国保会計は保険者、一般会計と

いうのはもうご存じのようにすべての住民の方々からの税によっていただい

ているわけでございまして、国保の被保険者にいつまでも一般会計に頼るの

ではなく、国保の会計の保険者で賄うのが原則だというふうに認識をしてお

ります。しかしながら、国保財政の基盤が大変厳しい状況の中で、町の理解

を得る中で今日まで一般会計からの繰り入れ、また繰り上げ充用してきて運

営してきております。そういった国保の状況は大変厳しいということで、特

に、今、国においても社会保障と税の一体改革の中で、国保の広域化を今検

討しております。小さな町で国保を運営していくのは大変厳しい、こういう

状況の中で都道府県が中心になって運営していくという流れが、今、進めら

れておりまして、平成２５年度を目途に一定の方針がまとまるというふうに

聞いております。当分それまでは何としても町独自で国保の運営をしていか

なきゃいけないという状況ですので、それを含めて今後基金借り受けについ

ての財源については、国保の中で基本的には返済していくという基本的な考

えをしているところであります。 

 以上です。 

議長（木村武壽）  ほかに質疑ありませんか。 
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     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  谷田議員。 

１１番（谷田 操）  １１番、谷田です。 

 そうしますと、この２月、３月に医療費がどのぐらいかかるかということで、

もっと低く済めばこんなに赤字が出ないかもしれないということがあります

から、足りなくならないかもしれないけれども、そうしますと申請はもうやっ

ているわけですから、これだけ、今、議決をして借りてしまえば、申請したと

きの不足額より少なく済みましたよということになれば、やっぱり貸し付けた

やつ、５年の均等割で返せじゃなくて、貸せませんということにはならないの

か。申請した額、例えば８，２００万不足やと言って申請したけど、実は６，

０００万ぐらいしか不足せえへんかったと、決算打ったら。だけども、おたく

６，１５０万ももう貸し付けたやないかと、貸しすぎやと、返せと言うて一括

で先返しなさいということにはならないのか。この償還の条件というのは、そ

れは守られるのかということが一つと、この基金を積んだときに、井手町はど

れだけ負担しているのか。これ借りたからまた井手町の基金に積む額ふやせと

いうことにはならないのか、お尋ねをします。 

     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  小川保健医療課長。 

保健医療課長（小川淳一）  ただいまの谷田議員のご質問にお答えいたしま

す。 

 貸し付けの金額、元の不足額が変更となった場合のことですけれども、こ

の件については確認をいたしまして、当初申請した額を貸し付けるというこ

とでございます。 

 それと、２点目の、京都府の広域化等支援基金の部分については、井手町

の負担というのはございません。 

議長（木村武壽）  ほかに質疑ありませんか。 

     （ ｢なし｣の声あり） 

議長（木村武壽）  これをもって、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。 

     （ ｢なし｣の声あり） 

議長（木村武壽）  討論なしと認めます。よって、討論を終結します。 

 これより、議案第１０号、平成２３年度井手町国民健康保険特別会計補正
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予算（第３回）を採決します。 

 議案第１０号は原案のとおり決することに賛成の議員は挙手願います。 

     （賛成者挙手） 

議長（木村武壽）  挙手全員であります。よって、議案第１０号は原案のと

おり可決されました。 

 この際、暫時休憩します。１５分まで。 

     休憩 午前１１時０２分 

     再開 午前１１時１５分 

議長（木村武壽）  休憩前に引き続き、再開します。 

 次に、日程第７、議案第１１号、平成２３年度井手町介護保険特別会計補

正予算（第２回）を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  加賀山民生担当理事。 

理事（加賀山睦） 

     （議案第１１号を朗読説明） 

議長（木村武壽）  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  村田晨吉議員。 

２番（村田晨吉）  ２番、村田晨吉です。 

 ６ページの１款の総務費の一般管理費、委託料５２５万、これはだれに何

を委託されるのかお聞きしたいんですが。 

     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  花木課長。 

高齢福祉課長（花木秀章）  村田晨吉議員のただいまのご質問にお答えいた

します。 

 ６ページの委託料５２５万円でありますが、こちらは、平成２４年４月の

介護保険法改正に伴いまして、介護保険システムを改修するものでございま

す。システム業者に委託するものでございます。 

 以上です。 

議長（木村武壽）  ほかに質疑ありませんか。 
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     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  谷田 操議員。 

１１番（谷田 操）  １１番、谷田です。 

 ６ページですが、介護サービス等諸費、２款の１項ですね、介護サービス

等諸費の財源組み替えの説明、今されたことが意味がよくわからなかったん

ですけれども、総額変わらなくても必ずどう組み替えたかというのは内訳書

いてあるんですけれども、ゼロだというのだったらここは上げる必要はない

んじゃないかと思うんですが、どういう意味でしょうか。 

     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  花木高齢福祉課長。 

高齢福祉課長（花木秀章）  ただいまの谷田議員のご質問にお答えいたしま

す。 

 ６ページの２款、１項、１目の介護サービス諸費等につきましては、介護

従事者処遇改善臨時特例交付金への基金の取り崩しに伴う財源組み替えでご

ざいます。なお、予算書中では補正額の財源欄で、増減するもの、基金繰入

金及び介護保険料はどちらも特定財源でございますので、介護保険料がマイ

ナス３，０００円、基金繰入がプラス３，０００円ということで、その他財

源の表記がプラスマイナスゼロであるため、今回の予算書では数値欄が空欄

になっているところでございます。 

 以上です。 

議長（木村武壽）  ほかに質疑ありませんか。 

     （ ｢なし｣の声あり） 

議長（木村武壽）  これをもって、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。 

     （ ｢なし｣の声あり） 

議長（木村武壽）  討論なしと認めます。よって、討論を終結します。 

 これより、議案第１１号、平成２３年度井手町介護保険特別会計補正予算

（第２回）を採決します。 

 議案第１１号は原案のとおり決することに賛成の議員は挙手願います。 

     （賛成者挙手） 

議長（木村武壽）  挙手全員であります。よって、議案第１１号は原案のと

おり可決されました。 
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 次に、日程第８、議案第１２号、平成２３年度井手町公共下水道事業特別

会計補正予算（第２回）を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  松山上下水道担当理事。 

理事（松山正伸） 

     （議案第１２号を朗読説明） 

議長（木村武壽）  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  村田晨吉議員。 

２番（村田晨吉）  ２番、村田晨吉です。 

 ８ページのこの１款も２款も減額されているのは大変結構なことだと思う

んですけど、何か特別な事情があったのでしょうか。お聞きします。 

     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  中島上下水道課長。 

上下水道課長（中島一也）  村田議員のご質問にお答えいたします。 

 １款も２款も減額している理由というご質問でございますが、今回の補正に

つきましては２月の時点で今年度の精算見込みを立てまして、今回補正するも

のでございます。そういったことで、それぞれ減額となっているということで

ございます。 

議長（木村武壽）  ほかに質疑ありませんか。 

     （ ｢なし｣の声あり） 

議長（木村武壽）  これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。 

     （ ｢なし｣の声あり） 

議長（木村武壽）  討論なしと認めます。よって、討論を終結します。 

 これより議案第１２号、平成２３年度井手町公共下水道事業特別会計補正予

算（第２回）を採決します。 

 議案第１２号は原案のとおり決することに賛成の議員は挙手願います。 

     （賛成者挙手） 

議長（木村武壽）  挙手全員であります。よって議案第１２号は原案のとおり
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可決されました。 

 次に、日程第９、議案第１３号、平成２４年度井手町一般会計予算から、日

程第１６、議案第２０号、平成２４年度井手町多賀財産区特別会計予算までの

８件を一括議題とします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。まず、議案第１３号の平成２４年

度井手町一般会計予算の説明を求めます。 

     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  西島総務担当理事。 

理事（西島栄治） 

     （議案第１３号を朗読説明） 

議長（木村武壽）  引き続き、主な事業の説明を求めます。 

     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  奥山建設課長。 

建設課長（奥山英高） 

     （主な事業の説明） 

議長（木村武壽）  次に、議案第１４号の説明を求めます。 

     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  加賀山民生担当理事。 

理事（加賀山睦） 

     （議案第１４号を朗読説明） 

議長（木村武壽）  この際、暫時休憩します。１時５分。よろしくお願いい

たします。 

     休憩 午前１１時５３分 

     再開 午後 １時０５分 

議長（木村武壽）  休憩前に引き続き、再開します。 

 次に、議案第１５号の説明を求めます。 

     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  松山上下水道担当理事。 

理事（松山正伸） 

     （議案第１５号を朗読説明） 

議長（木村武壽）  引き続き、主な事業の説明を求めます。 

     （挙手する者あり） 
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議長（木村武壽）  松山上下水道担当理事。 

理事（松山正伸） 

     （主な事業の説明） 

議長（木村武壽）  次に、議案第１６号の説明を求めます。 

     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  松山上下水道担当理事。 

理事（松山正伸） 

     （議案第１６号を朗読説明） 

議長（木村武壽）  次に、議案第１７号の説明を求めます。 

     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  加賀山民生担当理事。 

理事（加賀山睦） 

     （議案第１７号を朗読説明） 

議長（木村武壽）  次に、議案第１８号の説明を求めます。 

     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  加賀山民生担当理事。 

理事（加賀山睦） 

     （議案第１８号を朗読説明） 

議長（木村武壽）  次に、議案第１９号の説明を求めます。 

     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  松山上下水道担当理事。 

理事（松山正伸） 

     （議案第１９号を朗読説明） 

議長（木村武壽）  引き続き、主な事業の説明を求めます。 

     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  松山上下水道担当理事。 

理事（松山正伸） 

     （主な事業の説明） 

議長（木村武壽）  次に、議案第２０号の説明を求めます。 

     （挙手する者あり） 

議長（木村武壽）  西島総務担当理事。 

理事（西島栄治） 
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     （議案第２０号を朗読説明） 

議長（木村武壽）  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。質疑は、各会計名並びにページ数を明示の上質疑

願います。質疑ありませんか。 

     （ ｢なし｣の声あり） 

議長（木村武壽）  質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。 

 お諮りします。 

 本８件については、議員全員をもって構成する予算特別委員会を設置し、

これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

     （ ｢異議なし｣の声あり） 

議長（木村武壽）  異議なしと認めます。 

 よって、日程第９、議案第１３号、平成２４年度井手町一般会計予算から、

日程第１６、議案第２０号、平成２４年度井手町多賀財産区特別会計予算ま

での８件については、予算特別委員会を設置しこれに付託の上、審査するこ

とに決しました。 

 お諮りします。 

 ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選任については、委員会

条例第６条第１項の規定により、議員全員を予算特別委員会の委員に指名し

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

     （ ｢異議なし｣の声あり） 

議長（木村武壽）  異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしまし

た議員全員を、予算特別委員会の委員に選任することに決しました。 

 ただいま、予算特別委員会の委員も決まりましたので、ここで休憩したい

と思います。 

 休憩中に、特別委員会を開いていただきまして、正副委員長の互選をお願

いします。なお、その結果を報告願います。 

 それでは暫時休憩します。 

     休憩 午後 １時３３分 

     再開 午後 １時３４分 

議長（木村武壽）  休憩前に引き続き、再開します。 

 ただいま、休憩中に開会されました予算特別委員会より、正副委員長の互
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選結果の報告がありましたのでご報告いたします。 

 予算特別委員会の委員長には岡田久雄議員、副委員長には古川昭義議員と

決定いたしました。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

 なお、次回は、３月２２日午前１０時から会議を開きます。 

     散会 午後 １時３５分 
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